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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
　 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 段 と 、
　 前 記 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ の 番 組 情 報 を 取 得 す る 番 組 情 報 取 得 手 段 と 、
　 前 記 番 組 情 報 に 関 連 し た 関 連 コ ン テ ン ツ を 検 索 す る 番 組 検 索 手 段 と 、
　 検 索 さ れ た 関 連 コ ン テ ン ツ を 、 ユ ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス か ら 特 定 さ れ る 番 号 と 関 連 付 け て
記 憶 す る と と も に 、 表 示 部 へ 出 力 す る 選 択 手 段 と 、
　 前 記 特 定 番 号 が 前 記 選 択 手 段 へ 入 力 さ れ た 場 合 、 該 特 定 番 号 に 対 応 す る 関 連 コ ン テ ン ツ
を ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 取 得 す る 関 連 コ ン テ ン ツ 受 信 手 段 と 、
　 前 記 選 択 手 段 か ら 前 記 関 連 コ ン テ ン ツ を 選 択 す る 情 報 を 受 信 し た 場 合 、 前 記 放 送 番 組 か
ら 前 記 関 連 コ ン テ ン ツ へ 受 信 す る コ ン テ ン ツ を 切 り 替 え る 指 示 を 前 記 放 送 受 信 手 段 及 び 前
記 関 連 コ ン テ ン ツ 受 信 手 段 へ 送 信 し て 受 信 す る コ ン テ ン ツ を 切 り 替 え る よ う 制 御 す る 切 替
手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
前 記 番 組 情 報 取 得 手 段 は 、 放 送 中 の 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ の 番 組 名 を 取 得 し 、
前 記 番 組 検 索 手 段 は 、 前 記 番 組 名 に 基 づ き 関 連 コ ン テ ン ツ を 検 索 す る こ と を 特 徴 と す る 放
送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
前 記 関 連 コ ン テ ン ツ は 、 放 送 中 の 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ の シ リ ー ズ 番 組 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
前 記 番 組 検 索 手 段 は 、 視 聴 中 の 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ が 一 定 時 間 変 わ ら な か っ た 場 合 に 、 前
記 関 連 コ ン テ ン ツ の 検 索 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ５ 】



　 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
さ ら に 、 利 用 者 が 前 記 番 組 検 索 手 段 を 実 行 す る た め の 実 行 指 示 手 段 を 有 し 、
前 記 番 組 検 索 手 段 は 、 該 実 行 指 示 手 段 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 に 、 前 記 関 連 コ ン テ ン ツ の 検
索 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
前 記 番 組 検 索 手 段 は 、 関 連 コ ン テ ン ツ を 、 予 め 定 め た 優 先 順 位 に 基 づ き 、 転 送 速 度 あ る い
は 料 金 を 基 準 と し て 検 索 す る こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
　 さ ら に 、 録 画 ／ 録 音 制 御 手 段 を 有 し 、
該 録 画 ／ 録 音 制 御 手 段 は 、 前 記 切 替 手 段 に よ り 、 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ か ら 関 連 コ ン テ ン ツ
へ の 受 信 に 切 り 替 え ら れ た 場 合 に 、 切 替 前 に 放 送 中 で あ っ た 番 組 を 記 憶 す る こ と を 特 徴 と
す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
　 さ ら に 、 記 憶 手 段 を 有 し 、
前 記 録 画 ／ 録 音 制 御 手 段 は 、 前 記 記 憶 対 象 の 番 組 名 の 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ を 該 記 憶 手 段 に
保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
　 ホ ー ム ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 他 の 記 憶 装 置 に 接 続 さ れ 、
前 記 録 画 ／ 録 音 制 御 手 段 は 、 前 記 他 の 記 憶 装 置 に 対 し て 、 前 記 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ を 記 憶
さ せ る よ う 指 示 す る こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
　 前 記 番 組 検 索 手 段 は 、 前 記 関 連 コ ン テ ン ツ を 検 索 す る た め の 機 器 を 登 録 し た テ ー ブ ル を
参 照 し 、 該 テ ー ブ ル に 記 載 さ れ た 予 め 決 め ら れ た 機 器 に ア ク セ ス し て 前 記 関 連 コ ン テ ン ツ
を 検 索 す る こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 １ １ 】
請 求 項 １ ０ に 記 載 の 放 送 通 信 端 末 で あ っ て 、
　 前 記 予 め 決 め ら れ た 機 器 と し て 、 自 端 末 あ る い は 前 記 ホ ー ム ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続
さ れ た 他 の 記 憶 装 置 を 含 み 、
　 前 記 番 組 検 索 手 段 は 、 該 自 端 末 あ る い は 前 記 ホ ー ム ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た 他 の 記 憶
装 置 を 他 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た サ ー バ よ り も 優 先 し て 検 索 す る こ と を 特 徴 と す る 放
送 通 信 端 末 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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　 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 段 と 、
　 前 記 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ に 関 連 し た 関 連 コ ン テ ン ツ を ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 取 得 す る 関
連 コ ン テ ン ツ 受 信 手 段 と 、
　 関 連 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 選 択 を 行 な う 選 択 手 段 と 、
　 前 記 選 択 手 段 で 関 連 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 選 択 が 行 な わ れ た 場 合 、 前 記 放 送 受 信 手 段 に
よ る 放 送 番 組 コ ン テ ン ツ の 受 信 か ら 、 前 記 関 連 コ ン テ ン ツ 受 信 手 段 に よ る 関 連 コ ン テ ン ツ
の 受 信 に 切 り 替 え る 切 替 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 放 送 通 信 端 末 。
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